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は
じ
め
に

　

わ
が
国
で
展
開
さ
れ
た
自
治
体
史
誌
（
以
下
「
史
誌
」
と
略
記
）
編

さ
ん
事
業
の
歴
史
は
、
大
雑
把
に
は
次
の
と
お
り
に
整
理
さ
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
戦
前
期
は
天
皇
制
国
家
と
郷
土
に
暮
ら
す
個
人
と
の
関
係

を
投
影
さ
せ
よ
う
と
す
る
〝
郷
土
史
（
誌
）〟
の
刊
行
が
盛
ん
で
、
終

戦
か
ら
年
数
の
経
た
な
い
一
九
五
〇
年
代
も
、
中
央
（
国
）
に
従
属
的

な
地
方
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
す〝
地
方
史
〟の
研
究
が
進
展
し
た
。

こ
う
し
た
流
れ
の
ま
ま
六
〇
年
代
、
高
度
経
済
成
長
と
前
年
代
「
昭
和

の
大
合
併（

１
）」
と
に
よ
っ
て
全
国
的
に
史
誌
の
刊
行
が
盛
ん
と
な
り
は
じ

め
る
。
と
こ
ろ
が
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
住
民
の
主
体
性
と
地
域
の
個

性
と
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
〝
地
域
史
〟
研
究
が
本
格
化
し
、
八
〇
年

代
、都
道
府
県
史
を
含
め
て
全
国
的
に
史
誌
刊
行
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。

九
〇
年
代
の
後
半
は
峠
を
越
え
て
落
ち
着
く
も
の
の
、
二
〇
〇
〇
年
代

高
知
県
域
の
自
治
体
史
誌
と
近
世
史
用
語
「
異
国
船
」

鴨
　
　
頭
　
　
俊
　
　
宏

に
入
る
と
「
平
成
の
大
合
併
」
で
、
合
併
対
象
の
町
村
を
中
心
に
再
び

刊
行
数
が
増
加
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
流
れ
に
お
い
て
、
研
究
の
組
織

化
を
進
め
つ
つ
郷
土
史
→
地
域
史
の
変
化
に
応
じ
な
が
ら
、
一
般
の

人
々
が
読
み
や
す
い
史
誌
へ
の
改
善
は
進
め
ら
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い

る（
２
）。

　

こ
う
し
た
動
向
に
対
し
て
二
〇
一
〇
年
代
、
編
さ
ん
事
業
自
体
の
価

値
を
問
う
「
自
治
体
史
（
誌
）
論
」
が
日
本
史
学
界
で
新
た
に
本
格
化

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
日
本
歴
史
学
会
は
平
成
三
十
年

（
二
〇
一
八
）、そ
の
会
誌
『
日
本
歴
史
』
第
八
三
六
号
で
《
新
年
特
集
》

「
自
治
体
史
を
使
い
こ
な
す
―
自
治
体
史
編
纂
を
振
り
返
る
―
」
を
組

み
、
実
際
に
各
地
で
事
業
に
携
わ
っ
た
研
究
者
が
経
験
を
後
進
の
研
究

者
に
残
す
た
め
の
小
論
文
を
複
数
掲
載
す
る
。
次
に
、
地
方
史
研
究
協

議
会
は
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）、
そ
の
会
誌
『
地
方
史
研
究
』
第

四
〇
〇
号
で
《
記
念
特
集
》「
地
方
史
研
究
の
現
在
」「
地
域
持
続
と
地
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時
の
現
状
で
な
く
学
界
の
研
究
動
向
に
対
応
し
な
が
ら
通
史
編
を
執
筆

す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
対
応
の
違
い
が
自
治
体
ご
と
の
個
性
を
説
明

す
る
材
料
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
具
体
的
に
は
、
江
戸
時
代
を
支
え
た
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
体

制
に
お
け
る
異
国
船
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
現
在
の
高
知
県
域
を
対
象

フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
設
定
し
て
史
誌
の
分
析
を
試
み
た
い
。
高
知
県
は
、

海
に
面
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
土
佐
藩
が
外
様
大
藩
と
し
て
旧
土

佐
国
域
を
治
め
つ
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
藩
領
が
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
県
域
と
な
る
パ
タ
ー
ン
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
全
体
像
こ
そ
把
握

で
き
て
い
な
い
も
の
の
、
太
平
洋
の
沖
に
日
本
海
流
（
黒
潮
）
が
流
れ

る
こ
と
か
ら
当
時
、
外
国
船
の
漂
着
事
件
が
領
内
各
地
で
発
生
し
て
お

り
、
複
数
市
町
村
の
史
誌
通
史
編
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者

が
前
稿（

７
）で
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
現
代
通
史
編
の
分

析
を
済
ま
せ
た
県
の
一
つ
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
稿
と
前
稿
双
方
の

分
析
結
果
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
県
内
に
お
け
る
時
代
区
分

ご
と
の
編
さ
ん
傾
向
の
共
通
と
相
違
を
見
と
お
し
な
が
ら
、
筆
者
の
取

り
組
む
〝
既
刊
の
史
誌
と
の
向
き
合
い
方
〟
研
究
を
、
一
つ
上
の
段
階

へ
推
し
進
め
た
い
。

第
一
章　

課
題
の
限
定
と
研
究
方
法

　

ま
ず
、
本
稿
で
取
り
組
む
作
業
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
さ

れ
、
現
在
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
何
を
新
た
に
説

明
し
た
い
の
か
。
順
に
述
べ
て
お
こ
う
。

方
史
研
究
」
を
組
み
、
編
さ
ん
事
業
が
完
了
済
み
と
現
在
継
続
中
そ
れ

ぞ
れ
の
自
治
体
に
つ
い
て
今
後
の
研
究
の
あ
り
方
を
提
起
す
る
小
論
文

を
複
数
掲
載
し
た
。
ま
た
一
方
、
各
地
の
現
場
レ
ベ
ル
で
も
、
関
東
近

世
史
研
究
会（

３
）や
弘
前
大
学
國
史
研
究
会（
４
）な
ど
複
数
の
研
究
会
が
企
画
を

立
て
な
が
ら
、議
論
の
内
容
を
、会
誌
を
つ
う
じ
発
信
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
動
き
が
本
格
化
し
て
い
く
に
つ
れ
課
題
点

も
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
史
研
究
や
研
究
者
の
立

場
か
ら
事
業
の
意
義
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
一
般
的
な
読
者

の
視
点
が
欠
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
の
こ
と

で
あ
る
。
読
者
に
対
し
読
む
こ
と
と
し
た
史
誌
の
描
く
地
域
史
像
を
正

し
く
説
明
し
て
そ
れ
へ
の
向
き
合
い
方
を
理
解
さ
せ
る
に
は
、
ま
ず
、

そ
の
都
道
府
県
域
全
体
的
な
編
さ
ん
傾
向
を
わ
か
り
や
す
く
描
き
だ
す

作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
は
現
状
、
事
業
の
意
義

を
提
唱
す
る
の
に
比
べ
鍛
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
な
い（

５
）。

　

右
の
課
題
に
対
し
て
筆
者
は
、平
成
三
十
年
よ
り
、あ
る
一
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
設
定
し
冊
ご
と
に
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
い
か
に
取
り
あ
げ
ら

れ
た
の
か
を
一
覧
表
に
示
す
方
法
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
、

史
誌
現
代
通
史
編
の
編
さ
ん
と
同
時
並
行
的
に
歴
史
を
歩
む
「
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
車
社
会
化
、m

otorization

）」
一
つ
に
限
定
し
、

中
四
国
地
方
の
県
を
対
象
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
な
が
ら
論
考
の
発
表
を
積

み
重
ね
て
き
た（

６
）。
次
に
本
稿
で
取
り
組
み
た
い
の
は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
場
合
と
異
な
り
、
す
で
に
そ
の
歴
史
の
歩
み
が
終
わ
っ
て
い

る
前
近
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
き
傾
向
を
捉
え
る
作
業
で
あ
る
。
す
で

に
そ
の
歴
史
の
歩
み
が
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
当
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かＢ

れ
う
た
外
、
唐
船
幷
異
國
船
着
岸
之
時
は
、
此
以
前
御
仕
置

之
如
く
、
早
く
船
中
之
人
數
を
改
め
、
陸
地
へ
上
せ
、
長
崎
へ

可
送
遣
之
事
、
古
記
録
、

寛（
一
六
四
一
）

永
十
八
辛
巳
年
、
唐
船
、
阿
蘭
陀
船
幷
朝
鮮
船
共
に
何
國
へ
令

漂
着
と
も
、
其
處
よ
り
挽
船
を
相
添
、
長
崎
御
奉
行
へ
可
送
届
旨

被
仰
出
之
、
其Ｃ

外
諸
外
國
之
船
幷
人
と
も
、
何
方
へ
漂
着
之
節
も

可
准
之（

９
）、
長
崎
志
、

と
い
う
触
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
、寛
永
十
六
年（
一
六
三
九
）

に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
を
禁
止
し
「
鎖
国
」
体
制
が
完
成
し
た
あ
と
、

国
内
に
漂
着
す
る
外
国
船
の
取
り
扱
い
方
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

傍
線
Ａ
の
部
分
の
と
お
り
漂
着
し
た
異
国
船
全
体
を
対
象
に
し
て
お
き

な
が
ら
、付
帯
事
項
に
あ
る
傍
線
Ｂ
の
部
分
を
見
れ
ば
（
す
で
に
通
商
・

通
信
の
関
係
が
な
い
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
意
味
す
る
「
か
れ
う
た
」
の
ほ

か
、
の
表
記
は
気
に
な
る
も
の
の
）、
中
国
か
ら
来
航
す
る
船
、
ま
た

中
国
式
の
ジ
ャ
ン
ク
構
造
の
船）

（1
（

を
意
味
す
る
唐

（
と
う
せ
ん
・
か
ら
ふ
ね
）

船
と
異
国
船
を
別
の
も

の
と
し
て
並
列
さ
せ
て
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
Ｃ
の
部
分
に
つ
き
唐
船
・

オ
ラ
ン
ダ
船
・
朝
鮮
船
の
ほ
か
「
諸
外
國
之
船
」
と
、
別
の
表
現
を
用

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
曖
昧
な
言
葉
づ
か
い
は
当
時
の
地
方
社
会
に
も
影
響
し
て

お
り
、中
国
船
漂
着
事
件
を
記
録
し
た
古
文
書
に
も
表
紙
や
本
文
に「
異

國
」
あ
る
い
は
「
夷
國
」
の
文
字
を
確
認
で
き
る）

（（
（

。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、

春
秋
・
戦
国
時
代
以
来
中
国
の
華
夷
（
夷
狄
）
思
想
に
影
響
を
受
け
な

が
ら
夷
国
を
、
異
国
と
同
音
同
義
語
的
に
用
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
一
節　

日
本
近
世
史
用
語
「
異
国
船
」
を
め
ぐ
る
問
題

　

本
稿
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
異
国
船
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
選
ぶ
の
が
適
当

な
理
由
の
一
つ
に
、
史
誌
編
さ
ん
事
業
が
進
展
し
た
時
期
、
研
究
者
の

あ
い
だ
で
そ
の
用
語
の
使
い
方
に
不
一
致
が
あ
っ
た
事
実
を
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
具
体
的
に
は
『
広
辞
苑
』
が
異
国
の
こ
と
を
単
純
に
「
外
国
。

と
つ
く
に（

８
）」
と
説
明
し
つ
づ
け
る
の
に
対
し
、平
成
九
年
（
一
九
九
七
）

に
山
川
出
版
社
が
刊
行
し
た
『
日
本
史
広
辞
典
』
の
「
異
国
船
」
項
で

は
「
海
外
か
ら
来
航
し
た
船
の
総
称
」
と
し
つ
つ
「
近
世
初
期
に
は
南

蛮
船
・
紅
毛
船
・
中
国
船
・
朝
鮮
船
な
ど
だ
っ
た
が
、
鎖
国
体
制
が
し

か
れ
る
と
日
本
と
通
商
・
通
信
関
係
を
も
つ
中
国
・
朝
鮮
・
オ
ラ
ン
ダ

船
を
除
く

0

0

0

船
を
さ
し
た
。
江
戸
後
期
に
日
本
近
海
に
出
没
し
た
イ
ギ
リ

ス
船
・
ア
メ
リ
カ
船
・
ロ
シ
ア
船
な
ど
は
こ
れ
に
あ
た
る
」（
傍
点
は

筆
者
に
よ
る
。
以
下
、
傍
線
を
含
め
て
同
じ
）
と
明
記
し
て
い
る
。
つ

ま
り
日
本
史
学
の
用
語
と
し
て
は
「
鎖
国
」
成
立
後
に
通
商
・
通
信
関

係
の
有
無
で
外
国
に
異
国
か
否
か
の
区
別
を
つ
け
る
と
い
う
の
だ
が
、

そ
の
言
葉
は
、
当
時
の
幕
府
が
触
書
で
厳
密
に
取
り
扱
っ
て
い
た
と
ま

で
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
幕
府
海
事
の
記
録
を
編
さ
ん
し
た
『
通
航
一

覧
』
に
は
、

寛（
一
六
四
〇
）

永
十
七
年
庚
辰
年
、
異Ａ

國
船
何
國
の
浦
に
漂
着
す
と
も
、
長
崎

に
護
送
あ
る
へ
き
旨
命
せ
ら
る
（
中
略
）、
貞（

一
六
八
六
）

享
三
丙
寅
年
八
月
、

ま
た
其
よ
し
を
觸
ら
る
（
中
略
）

寛
永
十
七
庚
辰
年
六
月
三
日
、
南
蠻
か
れ
う
た
船
按
す
る
に
、
こ
は
か
の
商

船
の
稱
呼
に
し
て
蠻
語
な
り
、
渡
来
の
と
き
、
速
に
斬
罪
に
行
ふ
へ
き
旨
御
書

付
の
内
、
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件
で
、
内
訳
は
琉
球
船
四
、
中
国
船
六
、
国
籍
不
明
の
「
異
国
船
」
一

と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
た
だ
、
十
四
件
あ
っ
た
と
す
る
意
見
も
あ
り）
（1
（

、
今
後

史
料
の
精
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
め
は
、
領
内
に
お
け
る
対
応
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
で
あ
る
。

高
知
県
庁
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｈ
Ｐ
に
よ
れ
ば
、
高
知
県
域
の
海
岸
線

は
延
長
約
七
一
三
㎞
も
あ
る）

（1
（

。
な
ら
ば
、
ど
こ
の
海
岸
に
漂
着
し
て
も

迅
速
に
対
応
し
う
る
、
そ
の
規
模
に
応
じ
た
情
報
と
人
的
組
織
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、
高
知
県
域
の

史
誌
に
は
、
実
際
に
起
き
た
漂
着
事
件
の
詳
細
よ
り
も
藩
庁
の
通
達
に

も
と
づ
き
整
備
さ
れ
た
そ
れ
ら
機
能
の
ほ
う
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、

説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
現
れ
て
く
る
。
例
え
ば
平
成
二
十
年

（
二
〇
〇
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
赤
岡
町
史
』
改
訂
版
で
は
、
高
知
海

南
史
学
会
が
作
成
し
た
、
県
域
全
体
の
海
岸
に
設
け
ら
れ
た
遠
見
番

所
・
民
兵
屯
所
・
火
立
場
・
砲
台
の
配
置
図
を
掲
載
し
て
あ
る）

（1
（

。

　

す
な
わ
ち
、
史
誌
の
編
さ
ん
で
は
、
漂
着
事
件
の
実
際
よ
り
も
藩
庁

の
想
定
の
ほ
う
で
整
備
を
通
達
し
た
記
録
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
用
語

「
異
国
船
」
を
理
解
し
通
史
編
を
執
筆
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
当
時
の
領
内
で
こ
う
し
た
通
達
を
と
お
し
異
国
船
の
言
葉
の
意
味

を
共
通
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
そ
の
可
能
性
に
も
着
眼

す
べ
き
で
あ
る）

（1
（

。

第
三
節　

研
究
方
法

　

右
に
述
べ
た
実
情
に
あ
る
高
知
県
に
つ
い
て
史
誌
の
編
さ
ん
傾
向

を
、
既
発
表
の
論
考
と
同
様
の
方
法
を
用
い
な
が
ら
説
明
し
た
い
。
以

　

真
相
こ
そ
不
明
で
あ
る
も
の
の
当
時
の
こ
う
し
た
実
態
が
各
地
か
ら

研
究
論
著
を
と
お
し
説
明
さ
れ
れ
ば
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
も
お
の
ず

と
、は
ば
広
い
意
味
で
用
語
「
異
国
船
」
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

例
え
ば
松
尾
晋
一
氏
は
、
前
掲
『
日
本
史
広
辞
典
』
の
刊
行
後
に
あ
た

る
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
に
「『
異
国
船
』
と
『
南
蛮
船
』
は

区
別
さ
れ
」
て
い
た
と
し
つ
つ
「『
異
国
船
』
は
南
蛮
船
を
含
ん
だ
意

味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
異
国
船
』
と
は
、『
異
国
』
船
の
総
体
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

」
と
、
史
料
文
言
に
も
と
づ
き
見

解
を
述
べ
た
。
ま
た
、
愛
媛
県
大
洲
市
の
よ
う
に
、
史
誌
編
さ
ん
の
な

か
で
初
版
で
「
夷
」
と
表
記
し
て
い
た
箇
所
を
改
訂
版
で
は
「
異
」
に

書
き
改
め
る
事
例
も
あ
っ
た）

（1
（

。
そ
の
表
記
に
当
初
込
め
ら
れ
た
意
図
よ

り
も
差
別
的
な
表
現
を
避
け
る
こ
と
の
ほ
う
を
優
先
さ
せ
た
判
断
な
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
近
世
史
研
究
で
は
異
国
船
と
い
う
用
語
を
、
辞

典
で
説
明
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
意
味
で
使
う
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し

た
研
究
史
が
、
史
誌
編
さ
ん
事
業
の
歴
史
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て

い
く
の
だ
ろ
う
か
。本
稿
の
考
察
に
お
け
る
着
眼
点
の
第
一
に
挙
げ
た
い
。

第
二
節　

高
知
県
域
に
お
け
る
「
鎖
国
」
期
の
異
国
船

　

次
に
、
当
時
の
土
佐
藩
領
に
お
け
る
外
国
船
対
応
史
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
し
た
い
。こ
こ
で
は
、二
点
に
ま
と
め
て
述
べ
る
。

　

一
つ
は
、
漂
着
事
件
史
全
体
像
の
把
握
に
つ
い
て
で
あ
る
。
江
戸
時

代
を
つ
う
じ
土
佐
藩
領
へ
漂
来
し
た
外
国
船
の
総
数
は
、
前
述
の
と
お

り
明
ら
か
で
な
い
。
あ
く
ま
で
史
料
に
残
さ
れ
た
も
の
で
い
え
ば
十
一
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冊
数
の
動
向
と
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
す
る
で
き
ご
と
と
に
い
か
な
る
関
連

性
が
あ
る
の
か
を
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な

読
み
取
り
方
は
、
表
の
下
に
あ
る
註
で
確
認
さ
れ
た
い
。

　

現
代
編
に
つ
い
て
は
前
稿
で
論
及
済
み
に
つ
き
、
こ
こ
で
は
近
世
編

を
中
心
に
整
理
を
試
み
よ
う
。
地
方
に
お
け
る
異
国
船
対
応
史
研
究
の

本
格
化
は
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
に
金
指
正
三
氏
が
、
海
難

救
助
に
関
連
し
て
外
国
船
の
国
内
漂
着
事
件
に
も
論
及
す
る
研
究
書）

（1
（

を

出
版
し
た
こ
と
を
要
因
に
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
あ
と
、
全
国
的
に
史
誌

の
編
さ
ん
が
本
格
化
す
る
に
と
も
な
い
、
各
地
で
関
連
史
料
の
渉
猟
も

進
ん
だ
。
高
知
県
の
特
徴
は
、
そ
の
昭
和
四
十
三
年
に
『
高
知
県
史
』

近
世
編
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
県
史
が
、
県
内
市

町
村
の
積
み
重
ね
た
史
誌
や
学
界
の
研
究
成
果
を
土
台
に
し
な
が
ら
で

き
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
異
国
船
対
応
史
研
究
本
格
化
の
初
期
に
位

置
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
全
国
的
に
は
刊
行
数
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
一
九
八
〇
年
代
の

半
ば
、
関
西
大
学
の
東
西
学
術
研
究
所
が
唐
船
漂
着
の
本
格
的
な
史
料

集）
11
（

を
刊
行
し
は
じ
め
た
。
議
論
は
、
こ
の
時
期
か
ら
前
掲
『
日
本
史
広

辞
典
』
の
刊
行
（
表
中
三
つ
め
の
★
印
）
ま
で
さ
ら
に
発
展
を
続
け
て
、

海
防
体
制）

1（
（

、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
的
な
漂
流
民
送
還
体
制）
11
（

、
公
儀
浦
触

（
勘
定
所
な
ど
幕
府
諸
機
関
が
、
海
事
に
関
し
て
途
中
藩
権
力
を
経
由

せ
ず
直
接
に
対
象
の
浦
々
や
海
辺
つ
き
の
村
々
へ
宛
て
て
発
給
す
る
公

儀
触
の
一
種
）
を
つ
う
じ
た
国
内
の
通
達
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク）

11
（

な
ど
の
専
論

が
相
次
い
で
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
高
知
県
域
の
場

合
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
発
展
と
相
反
す
る
よ
う
に
九
〇
年
代
以
降
、

下
、
四
点
に
整
理
し
よ
う
。

①
高
知
県
域
で
刊
行
さ
れ
た
史
誌
の
な
か
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
平
成

の
大
合
併
」
直
前
に
存
立
し
て
い
た
自
治
体
に
つ
き
近
世
通
史
編

を
含
む
冊
を
す
べ
て
選
ぶ
。

②
一
冊
ご
と
、
何
年
に
刊
行
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
「
鎖
国
」
下
異
国

船
対
応
史
に
つ
い
て
、
ど
の
時
期
の
何
に
い
か
な
る
レ
ベ
ル
ま
で

言
及
し
て
い
る
か
が
一
覧
で
き
る
表
を
作
成
す
る
。

③
全
国
的
な
史
誌
編
さ
ん
事
業
の
動
向
を
鑑
み
、
刊
行
の
ピ
ー
ク
を

迎
え
る
一
九
八
〇
年
代
半
ば
を
基
準
に
し
つ
つ
時
期
区
分
ご
と
の

分
析
表
も
作
成
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
時
期
区
分
ご
と
の
変
化
を

数
値
で
捉
え
て
い
く
。

④
既
発
表
の
論
考
で
試
み
た
現
代
通
史
編
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド

「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
場
合
の
分
析
結
果
と
比
較
す
る
。

　

こ
う
し
て
、
同
一
の
県
域
で
刊
行
さ
れ
た
史
誌
に
つ
き
、
対
象
の
時

期
区
分
ご
と
、
キ
ー
ワ
ー
ド
ご
と
の
編
さ
ん
傾
向
を
描
き
な
が
ら
共
通

点
と
相
違
点
を
見
出
す
と
と
も
に
、
既
刊
の
史
誌
と
の
向
き
合
い
方
を

正
し
く
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

第
二
章　

史
誌
の
分
析

第
一
節　

史
誌
の
刊
行
状
況

　

で
は
、
史
誌
の
分
析
を
始
め
る
に
あ
た
り
そ
の
刊
行
状
況
を
、
表
１

を
用
い
つ
つ
説
明
し
て
お
こ
う
。
こ
の
表
は
、
高
知
県
域
の
史
誌
に
つ

き
通
史
の
近
世
編
と
現
代
編
と
で
区
別
を
つ
け
な
が
ら
、
年
次
別
刊
行
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表１　高知県域における近世・現代の通史編を含む史誌の刊行動向

西暦
（年）

和暦
（年） 近世異国船対応史研究に関する主なできごと

刊行数
公共交通に関する主なできごと近

世
現
代

1964
まで

昭和39
まで ８ ２ 1964年、山陽本線は全線で電化して東海道新幹線

が開通。

    65 40 ● ● 名神高速道路が全通。

    66 41 ● ●

    67 42 ●

    68 43 金指正三、海難救助制度の研究。 ●●○ ●●

    69 44 ●● ●●

    70 45 ●●● ●●●

    71 46 ● ●

    72 47 山陽新幹線の新大阪～岡山間が開通。

    73 48 ●●● ●●

    74 49 ●● ● 土佐電気鉄道安芸線が廃止。国鉄予土線は全通。

    75 50 ● ●● 山陽新幹線の岡山～博多間が開通。

    76 51 ●●● ●●●

    77 52 ●● ●●

    78 53 ● ●

    79 54 ●●● ●●

    80 55 ●●●
●●

●●●
●●●

    81 56

★ 高知県立図書館が『憲章簿』を翻刻して順
次刊行。

● ●●

    82 57 ●●● ●

    83 58 中国自動車道が全通。

    84 59 ●●●
●●

●●●
●●

    85 60 関西大学東西学術研究所、漂着唐船の史料集
を刊行開始。藤田覚、海防論。 ● ● 大鳴門橋が開通。小松島線は廃止。

    86 61 ●●●
●
●●●
●

    87 62 ● ●●● 国鉄が分割民営化してＪＲに。

    88 63 荒野泰典『近世日本と東アジア』 ● 瀬戸大橋開通。土佐くろしお鉄道が営業開始。

    89 平成元 ●●● ●●●

    90 ２ 水本邦彦、公儀浦触を提起。 ● ●●

    91 ３

    92 ４
★ 高知県立図書館が土佐国史料集成『南路志』
を本格的に刊行。

● ● 新幹線でのぞみ号が運行開始。

    93 ５ ● 予讃線、高松～伊予市間の電化が完成。

    94 ６ ● ●

    95 ７ 水本、公儀浦触通達ネットワーク論。 ● ●

    96 ８ ●

    97 ９ ★『日本史広辞典』を出版。 ● ●● 山陽自動車道の本線部分が全通。

    98 10 池内敏『近世日本と朝鮮漂流民』 明石海峡大橋が、高知自動車道も高知まで、開通。

    99 11 ● ●「しまなみ海道」が完成。

2000 12

01～ 13～ 12 13

小　計（冊） 76 74
　註　（表の見方）
　（１） 　対象史誌「刊行数」の列について。対象としたのは、近世・現代の通史編を含む史誌の冊である。昭和40（1965）～平成12年（2000）

間は、視覚的に年代ごとの刊行動向がわかりやすいよう市町村発行のもの１冊を●印１つ、県史１冊は、その枠を極太線で囲むととも
に○印１つで表示している。

　（２）　むろん、近世編と現代編を１冊にまとめて刊行した史誌もある。
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第
二
節　

一
覧
表
へ
の
整
理
と
そ
の
見
方

　

で
は
、
作
成
し
た
表
２
に
つ
い
て
、
見
方
を
左
側
の
列
か
ら
順
に
説

明
し
よ
う
。
対
象
と
し
た
の
は
、
高
知
県
を
含
め
「
平
成
の
大
合
併
」

の
直
前
に
あ
た
る
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
時
点
で
存
立
し
て
い
た

地
方
自
治
体
で
あ
る
。
史
誌
は
、
刊
行
年
代
の
順
に
、
同
じ
年
代
の
も

の
は
当
時
の
自
治
体
名
の
五
十
音
順
に
、
タ
テ
に
並
べ
た
。

　

次
に
「
複
数
冊
で
当
該
通
史
を
担
当
し
た
者
」
列
に
つ
い
て
。
史
誌

は
、
実
際
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が
複
数
自
治
体
の
編
さ
ん
事
業
に
携
わ

り
な
が
ら
作
成
さ
れ
る
も
の
ゆ
え
、
自
治
体
の
あ
い
だ
で
共
通
性
を
帯

び
て
く
る
。そ
の
動
向
を
捉
え
る
べ
く
、複
数
の
史
誌
編
さ
ん
に
携
わ
っ

た
人
物
が
具
体
的
に
、
ど
れ
に
ど
の
立
場
で
携
わ
っ
た
の
か
を
一
覧
で

き
る
よ
う
に
し
た
。
目
印
の
見
方
は
表
の
下
の
註
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
。実
際
に
は
非
公
式
な
協
力
関
係
が
さ
ら
に
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
史
誌
の
目
次
や
あ
と
が
き
な
ど
に
明
記
さ
れ
た

情
報
に
よ
っ
て
い
る
。

　

次
に
「
時
期
区
分
ご
と
の
言
及
有
無
」
列
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
江
戸

時
代
を
、
七
つ
の
時
期
に
区
分
し
た
。
具
体
的
に
は
、
幕
府
成
立
以
降

の
二
〇
〇
年
間
は
五
〇
年
ご
と
に
等
分
し
（
第
Ⅰ
～
Ⅳ
期
）、
異
国
船

対
応
の
問
題
で
揺
れ
動
く
十
九
世
紀
に
つ
い
て
は
、
幕
府
政
策
の
変
化

に
応
じ
、

第
Ⅴ
期
： 

化
政
期
と
し
て
、
享
和
元
（
一
八
〇
一
）～
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
間
を
対
象
に
し
た
。
穏
便
な
沿
岸
警
備
か

ら
「
異
国
船
打
払
」
へ
と
政
策
の
転
換
が
見
ら
れ
る
。

第
Ⅵ
期
： 

天
保
期
と
し
て
、
天
保
元
（
一
八
三
〇
）～
弘
化
四
年

史
誌
の
刊
行
頻
度
が
低
く
な
る
。
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
三
〇
年
間
で
十
八
冊
だ
か
ら
一
年
一
冊
の
ペ
ー
ス
を
大
き

く
下
回
っ
て
い
る
。
刊
行
の
ピ
ー
ク
は
全
国
的
な
傾
向
と
同
じ
く
八
〇

年
代
ま
で
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。異
国
船
対
応
の
テ
ー
マ
に
限
っ
て
も
、

そ
の
法
制
史
料
を
収
録
し
た
高
知
県
立
図
書
館
編
『
憲
章
簿
』
が
八
〇

年
代
前
半
に）

11
（

（
表
中
一
つ
め
の
★
印
）、
城
下
豪
商
家
で
の
編
さ
ん
物

な
が
ら
土
佐
藩
史
も
う
一
つ
の
基
本
史
料
集
『
南
路
志
』
土
佐
国
史
料

集
成
版
は
九
〇
年
代
の
前
半
に）

11
（

（
表
中
二
つ
め
の
★
印
）、
そ
れ
ぞ
れ

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
初
め
ま
で

が
、
該
当
史
料
編
さ
ん
の
ピ
ー
ク
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
現
代
編
の
刊
行
状
況
と
比
べ
た
い
。
表
よ
り
、
年
次
別
刊
行

数
の
分
布
は
似
通
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
町
村
を
中
心
に
、
近

世
編
と
現
代
編
を
一
つ
の
冊
に
ま
と
め
て
刊
行
す
る
場
合
が
多
い
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
『
高
知
県
史
』

で
現
代
通
史
編
が
未
刊
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
知
県
域
の
場
合

は
近
世
・
現
代
と
も
に
、
通
史
編
の
見
本
と
な
り
う
る
県
史
が
不
在
の

ま
ま
史
誌
編
さ
ん
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
有
し
た
の
で
あ

る
。
前
稿
で
は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
な
が
ら

現
代
編
の
編
さ
ん
傾
向
を
探
っ
た
結
果
、
見
本
と
な
り
う
る
県
史
が
不

在
の
代
わ
り
、
先
行
の
市
町
村
史
誌
が
後
進
自
治
体
の
モ
デ
ル
と
な
っ

て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
当
該
県
の
編
さ
ん
事
業
史
に
個
性
を
生
み
出
す

こ
と
、
を
説
明
で
き
た
。
な
ら
ば
、
異
国
船
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
近

世
編
を
見
た
場
合
ど
う
な
る
の
か
。
こ
れ
を
、
双
方
比
較
に
お
け
る
重

要
な
着
眼
点
と
し
た
い
。
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№ 右の
出版年 自治体名

江戸時代の通史を含む自治体史誌 時期区分ごとの言及有無（第Ⅰ～Ⅶ期）

備　　　　考書　名 編・巻

複数冊で当該通史を担当した者 Ⅰ . 
17Ｃ前半

Ⅱ . 
17Ｃ後半

Ⅲ . 
18Ｃ前半

Ⅳ . 
18Ｃ後半

Ⅴ . 
化政期

Ⅵ . 
天保期

Ⅶ . 
嘉永～安政

安
岡
大
六

近
森
敏
夫

吉
岡
武
雄

平
尾
道
雄

山
本
大

松
本
実

橋
詰
延
寿

岡
本
健
児

横
川
末
吉

上
岡
正
五
郎

橋
田
義
壽

橋
田
庫
欣

広
谷
喜
十
郎

矢
野
城
楼

前
田
和
男

高
橋
史
朗

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

1 1952 田野町 田野文化史 ◆ 72～73頁に、土佐藩による台場設置の概説あり。
2 1956 大野見村 大野見村史 ◆ ○
3 1956 高知県 高知縣史 上巻 ○

4 1958 高知市 高知市史 上巻 ◆ □ ● ○ ○□ ○ 363～367頁は、土佐藩「浦中定」の原文翻刻。469頁
で、異国船等漂着における情報伝達に言及あり。

5 1962 大川村 大川村史 ◇ ペリー来航以前の異国船対応には言及なし。
6 1963 大方町 大方町史 191頁に「鎖国」政策に関する概説あり。
7 1963 物部村 物部村し（マヽ） ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
8 1964 東津野村 東津野村史 上 ◇ ◇ ◇ ○
9 1965 佐賀町 佐賀町郷土史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
10 1966 馬路村 馬路村史 ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
11 1967 室戸市 室戸町誌 ■ ○
12 1968 香北町 香北町史 ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
13 1968 高知県 高知県史 近世編 ◆ ●■ ●
14 1968 梼原町 梼原町史 ◇ ▲ ●□

15 1969 中村市 中村市史 ◇ ● ● ■ ● ● ●▲

420～421頁に、慶長～慶応年間における土佐藩領異
国船漂着事件の一覧表あり。424～425頁に、寛文～
慶応年間における土佐藩の海防対策史一覧あり。425
～426頁には、年代不明であるものの土佐藩による異
国船対応に関する触書の翻刻あり。

16 1969 仁淀村 仁淀村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
17 1970 窪川町 窪川町史 ○ ○
18 1970 大正町 大正町誌
19 1970 西土佐村 西土佐村史 ◇ ◇
20 1971 三原村 三原村史 ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

21 1973 池川町 池川町誌 ◇ ◇ 年代は不明だが67頁で、幕末期の異国船問題に言及
あり。

22 1973 伊野町 伊野町史 ◆ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

23 1973 高知市 高知市史（複刻版） 大正９年（1920）初版、大正15年（1926）改訂再版、
の復刻版。「鎖国」下異国船対応に言及なし。

24 1974 大豊町 大豊町史 古代近世編 ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

25 1974 須崎市 須崎市史 ◆ ○ ●□ ● ●■
492～495頁に、土佐藩領の公的伝達制度について「送
番所と送夫」の概説あり。そのなかで、異国船対応
関係の覚書史料を翻刻。

26 1975 安田町 新安田文化史 ◆
昭和32年（1957）発行『安田文化史』の改訂増補版。
86頁で、現安田町域をめぐる土佐藩領の番屋・火立
場に言及。安岡大六は執筆途中に死去。

27 1976 安芸市 安芸市史 概説編 ◆ ◆ 82～85頁に、異国船対応にも関わる土佐藩水軍の概
説あり。安岡は任期中に死去。

28 1976 春野町 春野町史 ◆ ○
29 1976 日高村 日高村史 ○ ○ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
30 1977 吾北村 吾北村史 ○ ● ●

31 1977 宿毛市 宿毛市史 ◆ ○ ○ ● ● ●

464～466頁に、土佐藩領幡多海岸部をめぐる狼煙網
の概説あり。475～482頁に、慶長～慶応年間におけ
る幡多海岸異国船漂着・来航事件の一覧表およびそ
の一部概説あり。743～746頁には、異国船対応にも
関わって土佐藩領内に設けられた送番所の概説あり。

32 1978 土佐市 土佐市史 ◆ ○ ●
33 1979 土佐山田町 土佐山田町史 ◇ ◇ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

34 1979 本川村 本川村史 ◇ ◆ ○ 寛政年間以後、外国の艦船が日本の近海に出没する
ようになった史実のみ言及。

35 1979 本山町 本山町史 上巻 ◆ ◆ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
36 1980 赤岡町 赤岡町史 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ○□ ○
37 1980 安芸市 安芸市史 歴史篇 ◆ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
38 1980 芸西村 芸西村史 ◆ ◆ ● ● ● ○ ●▲ ●

39 1980 土佐清水市 土佐清水市史 （上巻） ◇ ◇ ◇ ◇ ●■ ●■ ●▲ ● ●■
442～443頁に、天保年間半ばのものと思われる土佐
藩諸浦調査一覧表あり。702～716頁には、土佐藩領
の狼煙網および遠見番所の概説あり。

40 1980 葉山村 葉山村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
41 1981 大野見村 大野見村史 ○
42 1982 大豊町 大豊町史 近代現代編 ○ ペリー来航以前の異国船対応には言及なし。
43 1982 佐川町 佐川町史 上巻 ●



　高知県域の自治体史誌と近世史用語「異国船」（鴨頭）

181

（
一
八
四
七
）
間
を
対
象
に
し
た
。
薪
水
給
与
令
を
発
す

る
な
ど
、異
国
船
対
応
が
再
び
穏
便
な
も
の
に
変
化
し
た
。

第
Ⅶ
期
： 
嘉
永
～
安
政
期
と
し
て
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）～
安
政

六
年
（
一
八
五
九
）
間
を
対
象
に
し
た
。
ペ
リ
ー
来
航
な

№ 右の
出版年 自治体名

江戸時代の通史を含む自治体史誌 時期区分ごとの言及有無（第Ⅰ～Ⅶ期）

備　　　　考書　名 編・巻

複数冊で当該通史を担当した者 Ⅰ . 
17Ｃ前半

Ⅱ . 
17Ｃ後半

Ⅲ . 
18Ｃ前半

Ⅳ . 
18Ｃ後半

Ⅴ . 
化政期

Ⅵ . 
天保期

Ⅶ . 
嘉永～安政

安
岡
大
六

近
森
敏
夫

吉
岡
武
雄

平
尾
道
雄

山
本
大

松
本
実

橋
詰
延
寿

岡
本
健
児

横
川
末
吉

上
岡
正
五
郎

橋
田
義
壽

橋
田
庫
欣

広
谷
喜
十
郎

矢
野
城
楼

前
田
和
男

高
橋
史
朗

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

1 1952 田野町 田野文化史 ◆ 72～73頁に、土佐藩による台場設置の概説あり。
2 1956 大野見村 大野見村史 ◆ ○
3 1956 高知県 高知縣史 上巻 ○

4 1958 高知市 高知市史 上巻 ◆ □ ● ○ ○□ ○ 363～367頁は、土佐藩「浦中定」の原文翻刻。469頁
で、異国船等漂着における情報伝達に言及あり。

5 1962 大川村 大川村史 ◇ ペリー来航以前の異国船対応には言及なし。
6 1963 大方町 大方町史 191頁に「鎖国」政策に関する概説あり。
7 1963 物部村 物部村し（マヽ） ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
8 1964 東津野村 東津野村史 上 ◇ ◇ ◇ ○
9 1965 佐賀町 佐賀町郷土史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
10 1966 馬路村 馬路村史 ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
11 1967 室戸市 室戸町誌 ■ ○
12 1968 香北町 香北町史 ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
13 1968 高知県 高知県史 近世編 ◆ ●■ ●
14 1968 梼原町 梼原町史 ◇ ▲ ●□

15 1969 中村市 中村市史 ◇ ● ● ■ ● ● ●▲

420～421頁に、慶長～慶応年間における土佐藩領異
国船漂着事件の一覧表あり。424～425頁に、寛文～
慶応年間における土佐藩の海防対策史一覧あり。425
～426頁には、年代不明であるものの土佐藩による異
国船対応に関する触書の翻刻あり。

16 1969 仁淀村 仁淀村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
17 1970 窪川町 窪川町史 ○ ○
18 1970 大正町 大正町誌
19 1970 西土佐村 西土佐村史 ◇ ◇
20 1971 三原村 三原村史 ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

21 1973 池川町 池川町誌 ◇ ◇ 年代は不明だが67頁で、幕末期の異国船問題に言及
あり。

22 1973 伊野町 伊野町史 ◆ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

23 1973 高知市 高知市史（複刻版） 大正９年（1920）初版、大正15年（1926）改訂再版、
の復刻版。「鎖国」下異国船対応に言及なし。

24 1974 大豊町 大豊町史 古代近世編 ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

25 1974 須崎市 須崎市史 ◆ ○ ●□ ● ●■
492～495頁に、土佐藩領の公的伝達制度について「送
番所と送夫」の概説あり。そのなかで、異国船対応
関係の覚書史料を翻刻。

26 1975 安田町 新安田文化史 ◆
昭和32年（1957）発行『安田文化史』の改訂増補版。
86頁で、現安田町域をめぐる土佐藩領の番屋・火立
場に言及。安岡大六は執筆途中に死去。

27 1976 安芸市 安芸市史 概説編 ◆ ◆ 82～85頁に、異国船対応にも関わる土佐藩水軍の概
説あり。安岡は任期中に死去。

28 1976 春野町 春野町史 ◆ ○
29 1976 日高村 日高村史 ○ ○ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
30 1977 吾北村 吾北村史 ○ ● ●

31 1977 宿毛市 宿毛市史 ◆ ○ ○ ● ● ●

464～466頁に、土佐藩領幡多海岸部をめぐる狼煙網
の概説あり。475～482頁に、慶長～慶応年間におけ
る幡多海岸異国船漂着・来航事件の一覧表およびそ
の一部概説あり。743～746頁には、異国船対応にも
関わって土佐藩領内に設けられた送番所の概説あり。

32 1978 土佐市 土佐市史 ◆ ○ ●
33 1979 土佐山田町 土佐山田町史 ◇ ◇ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

34 1979 本川村 本川村史 ◇ ◆ ○ 寛政年間以後、外国の艦船が日本の近海に出没する
ようになった史実のみ言及。

35 1979 本山町 本山町史 上巻 ◆ ◆ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
36 1980 赤岡町 赤岡町史 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ○□ ○
37 1980 安芸市 安芸市史 歴史篇 ◆ ◆ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
38 1980 芸西村 芸西村史 ◆ ◆ ● ● ● ○ ●▲ ●

39 1980 土佐清水市 土佐清水市史 （上巻） ◇ ◇ ◇ ◇ ●■ ●■ ●▲ ● ●■
442～443頁に、天保年間半ばのものと思われる土佐
藩諸浦調査一覧表あり。702～716頁には、土佐藩領
の狼煙網および遠見番所の概説あり。

40 1980 葉山村 葉山村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
41 1981 大野見村 大野見村史 ○
42 1982 大豊町 大豊町史 近代現代編 ○ ペリー来航以前の異国船対応には言及なし。
43 1982 佐川町 佐川町史 上巻 ●

表２　高知県域の史誌における「鎖国」下異国船対応への言及一覧
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№ 右の
出版年 自治体名

江戸時代の通史を含む自治体史誌 時期区分ごとの言及有無（第Ⅰ～Ⅶ期）

備　　　　考書　名 編・巻

複数冊で当該通史を担当した者 Ⅰ . 
17Ｃ前半

Ⅱ . 
17Ｃ後半

Ⅲ . 
18Ｃ前半

Ⅳ . 
18Ｃ後半

Ⅴ . 
化政期

Ⅵ . 
天保期

Ⅶ . 
嘉永～安政

安
岡
大
六

近
森
敏
夫

吉
岡
武
雄

平
尾
道
雄

山
本
大

松
本
実

橋
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延
寿
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本
健
児

横
川
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吉

上
岡
正
五
郎
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田
義
壽

橋
田
庫
欣

広
谷
喜
十
郎

矢
野
城
楼

前
田
和
男

高
橋
史
朗

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

44 1982 南国市 南国市史 下巻 ◆ ○ ○
45 1984 越知町 越知町史 ○

46 1984 十和村 十和村史 ■ ■ ■ ○ ● 580頁で『中村市史』（No.15）における幡多地区来航・
漂着14件への言及を紹介。

47 1984 土佐町 土佐町史 ◆ ◇ ○ ○

48 1984 中村市 中村市史 続編 ◆
155～156頁に、土佐藩領に設けられた道番所・浦方
内番所の詳細な一覧表あり。186～191頁には、土佐
藩領における情報通信制度の概説あり。

49 1984 夜須町 夜須町史 上巻 ◆ ○ ○ ●

50 1985 香我美町 香我美町史 上巻 ● ● ● ○ ■ ● ●▲
■

718頁に、慶長～寛政年間までの土佐藩領異国船漂着
事件一覧あり。720頁は、伊能忠敬測量団に関連して
の言及。791～792頁に、安政～慶応年間における土
佐藩領異国船漂着事件一覧あり。

51 1986 土佐山村 土佐山村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

52 1986 中土佐町 中土佐町史 ● ○ ○ ●■ ●

元の書名は『中土佐町の歴史』。土佐藩の海防対策に
関わって、317～319頁に情報通信制度の、319～321
頁に遠見番所の、321～322頁には火立場（狼煙網）の、
それぞれ概説あり。そのなかで322頁に、享保７年
（1722）現在土佐藩海防施設の一覧表あり。

53 1986 中土佐町 中土佐町の歴史 ○□ ○

54 1986 奈半利町 奈半利町史 ◇ ◆ ○ ○ ■ ●
217頁では、ほかの史誌が「漂着」したと表現する明
和８年（1771）ロシア船、寛政元年（1789）中国船
について「停泊」と表現。

55 1987 吾川村 吾川村史 上巻 ◇ ◇ ◇ ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
56 1989 鏡村 鏡村史 ○ ○ ● ●
57 1989 東津野村 東津野村史 ○ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

58 1989 室戸市 室戸市史 上巻 ● ■ ■○
△ ○ ○ 323～329頁は、明和８年佐喜浜漂着ロシア船と、寛

政元年羽根浦漂着中国船との概説。
59 1990 田野町 田野町史 ◆ ○ ○ ○ ●
60 1992 野市町 野市町史 上巻 ◆ ○ ● ○
61 1994 大方町 大方町史 ○ ● ▲○ ●△ ○ ●▲

62 1995 大月町 大月町史 ◇ ◇ ■○ ●□ ●▲
□ ■● ●

397～399頁に、異国船漂着史の概説、および慶長～
慶応年間の幡多郡地域異国船漂着事件一覧表あり。
土佐藩領に設けられた海防施設に関し、414～416頁
に遠見番所の、417～422頁に火立場（狼煙網）の、
422～424頁には浦々内番所の、それぞれ概説あり。

63 1997 北川村 北川村史 通史編 ◇ ○ ▲○ ○ ○
64 1999 吉川村 吉川村史 ◇ ●□ ○ ●
65 2003 三原村 新編　三原村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
66 2005 窪川町 窪川町史 ○ ○ ○
67 2006 香北町 香北町史 ● ○
68 2006 大正町 大正町史 通史編 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

69 2008 赤岡町 赤岡町史　改訂版 ○ ○ ● ○ ● 112頁に、土佐藩の海防図（遠見番所・火立場・砲台
など）あり。

70 2009 東洋町 東洋町合併50年記
念・べんり帳 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

71 2009 西土佐村 永久保存版　西土佐
村史

大正年間以前については年表整理が中心の構成。「鎖
国」下異国船対応に言及なし。

72 2013 中土佐町 中土佐町誌 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
73 2013 日高村 続　日高村史
74 2015 いの町 いの町史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
75 2015 須崎市 須崎市史 平成二十六年編 ○ ○ ○
76 2017 黒潮町 黒潮町史 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　註　（表の見方）
　（１）　「自治体名」列について。いわゆる「平成の大合併」前の段階で、海に面していない自治体の名称は斜字とした。 高知県の場合は、基準の１つとして、その行自体を太い枠線で囲むとともに太字・着色も施している。
　（２）　「複数冊で当該通史を担当した者」列について。◆印は執筆を担当した者、◇印は監修のほか顧問・編集・助言・ 指導をしたと明記されている者、を意味する。左から、史誌の刊行ごと登場順に並べた。
　（３） 　「用語の表記」各列の網かけについて。①（最も濃い75％灰色）は用語「異国船」を中国船・琉球船も含めて用い、 平成９年（1997）発行『日本史広辞典』の意味と異なる使い方をしていること、②（実線縦縞）は「外国船」と表記していること、③（最

も薄い12.5% 灰色）は、土佐藩法令史料集を高知県立図書館が翻刻し刊行した『憲章簿』（1980年代）に依拠しなが ら「異国船」を説明していること、そして④（25％灰色）は、言及しているものの用語「異国船」の意味づけを明記していないこと、
を意味する。　

　（４） 　「依拠史料」各列について。●印は異国船来航の事実や、幕府・藩の機関および役人によるそれへの対応において、 ▲印は地域社会の被支配者層によるそれ関係への独自の対応において、■印は異国船漂着事件とそれへの対応において、依拠した史
料名とこの所在・収録書名とを明記する箇所が１つ以上あったことを意味する。○△□印は、●▲■印とそれぞれ 同様の意味でありつつも、依拠した史料の所在・収録書名が書かれていないことを意味する。
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№ 右の
出版年 自治体名

江戸時代の通史を含む自治体史誌 時期区分ごとの言及有無（第Ⅰ～Ⅶ期）

備　　　　考書　名 編・巻

複数冊で当該通史を担当した者 Ⅰ . 
17Ｃ前半

Ⅱ . 
17Ｃ後半

Ⅲ . 
18Ｃ前半

Ⅳ . 
18Ｃ後半

Ⅴ . 
化政期

Ⅵ . 
天保期

Ⅶ . 
嘉永～安政

安
岡
大
六

近
森
敏
夫

吉
岡
武
雄

平
尾
道
雄

山
本
大

松
本
実

橋
詰
延
寿

岡
本
健
児

横
川
末
吉

上
岡
正
五
郎

橋
田
義
壽

橋
田
庫
欣

広
谷
喜
十
郎

矢
野
城
楼

前
田
和
男

高
橋
史
朗

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

用語 
の 
表記

依拠
史料

44 1982 南国市 南国市史 下巻 ◆ ○ ○
45 1984 越知町 越知町史 ○

46 1984 十和村 十和村史 ■ ■ ■ ○ ● 580頁で『中村市史』（No.15）における幡多地区来航・
漂着14件への言及を紹介。

47 1984 土佐町 土佐町史 ◆ ◇ ○ ○

48 1984 中村市 中村市史 続編 ◆
155～156頁に、土佐藩領に設けられた道番所・浦方
内番所の詳細な一覧表あり。186～191頁には、土佐
藩領における情報通信制度の概説あり。

49 1984 夜須町 夜須町史 上巻 ◆ ○ ○ ●

50 1985 香我美町 香我美町史 上巻 ● ● ● ○ ■ ● ●▲
■

718頁に、慶長～寛政年間までの土佐藩領異国船漂着
事件一覧あり。720頁は、伊能忠敬測量団に関連して
の言及。791～792頁に、安政～慶応年間における土
佐藩領異国船漂着事件一覧あり。

51 1986 土佐山村 土佐山村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

52 1986 中土佐町 中土佐町史 ● ○ ○ ●■ ●

元の書名は『中土佐町の歴史』。土佐藩の海防対策に
関わって、317～319頁に情報通信制度の、319～321
頁に遠見番所の、321～322頁には火立場（狼煙網）の、
それぞれ概説あり。そのなかで322頁に、享保７年
（1722）現在土佐藩海防施設の一覧表あり。

53 1986 中土佐町 中土佐町の歴史 ○□ ○

54 1986 奈半利町 奈半利町史 ◇ ◆ ○ ○ ■ ●
217頁では、ほかの史誌が「漂着」したと表現する明
和８年（1771）ロシア船、寛政元年（1789）中国船
について「停泊」と表現。

55 1987 吾川村 吾川村史 上巻 ◇ ◇ ◇ ◇ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
56 1989 鏡村 鏡村史 ○ ○ ● ●
57 1989 東津野村 東津野村史 ○ 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

58 1989 室戸市 室戸市史 上巻 ● ■ ■○
△ ○ ○ 323～329頁は、明和８年佐喜浜漂着ロシア船と、寛

政元年羽根浦漂着中国船との概説。
59 1990 田野町 田野町史 ◆ ○ ○ ○ ●
60 1992 野市町 野市町史 上巻 ◆ ○ ● ○
61 1994 大方町 大方町史 ○ ● ▲○ ●△ ○ ●▲

62 1995 大月町 大月町史 ◇ ◇ ■○ ●□ ●▲
□ ■● ●

397～399頁に、異国船漂着史の概説、および慶長～
慶応年間の幡多郡地域異国船漂着事件一覧表あり。
土佐藩領に設けられた海防施設に関し、414～416頁
に遠見番所の、417～422頁に火立場（狼煙網）の、
422～424頁には浦々内番所の、それぞれ概説あり。

63 1997 北川村 北川村史 通史編 ◇ ○ ▲○ ○ ○
64 1999 吉川村 吉川村史 ◇ ●□ ○ ●
65 2003 三原村 新編　三原村史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
66 2005 窪川町 窪川町史 ○ ○ ○
67 2006 香北町 香北町史 ● ○
68 2006 大正町 大正町史 通史編 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

69 2008 赤岡町 赤岡町史　改訂版 ○ ○ ● ○ ● 112頁に、土佐藩の海防図（遠見番所・火立場・砲台
など）あり。

70 2009 東洋町 東洋町合併50年記
念・べんり帳 「鎖国」下異国船対応に言及なし。

71 2009 西土佐村 永久保存版　西土佐
村史

大正年間以前については年表整理が中心の構成。「鎖
国」下異国船対応に言及なし。

72 2013 中土佐町 中土佐町誌 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
73 2013 日高村 続　日高村史
74 2015 いの町 いの町史 「鎖国」下異国船対応に言及なし。
75 2015 須崎市 須崎市史 平成二十六年編 ○ ○ ○
76 2017 黒潮町 黒潮町史 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　註　（表の見方）
　（１）　「自治体名」列について。いわゆる「平成の大合併」前の段階で、海に面していない自治体の名称は斜字とした。 高知県の場合は、基準の１つとして、その行自体を太い枠線で囲むとともに太字・着色も施している。
　（２）　「複数冊で当該通史を担当した者」列について。◆印は執筆を担当した者、◇印は監修のほか顧問・編集・助言・ 指導をしたと明記されている者、を意味する。左から、史誌の刊行ごと登場順に並べた。
　（３） 　「用語の表記」各列の網かけについて。①（最も濃い75％灰色）は用語「異国船」を中国船・琉球船も含めて用い、 平成９年（1997）発行『日本史広辞典』の意味と異なる使い方をしていること、②（実線縦縞）は「外国船」と表記していること、③（最

も薄い12.5% 灰色）は、土佐藩法令史料集を高知県立図書館が翻刻し刊行した『憲章簿』（1980年代）に依拠しなが ら「異国船」を説明していること、そして④（25％灰色）は、言及しているものの用語「異国船」の意味づけを明記していないこと、
を意味する。　

　（４） 　「依拠史料」各列について。●印は異国船来航の事実や、幕府・藩の機関および役人によるそれへの対応において、 ▲印は地域社会の被支配者層によるそれ関係への独自の対応において、■印は異国船漂着事件とそれへの対応において、依拠した史
料名とこの所在・収録書名とを明記する箇所が１つ以上あったことを意味する。○△□印は、●▲■印とそれぞれ 同様の意味でありつつも、依拠した史料の所在・収録書名が書かれていないことを意味する。

ど
が
あ
っ
て
「
鎖
国
」
か
ら
開
国
へ
と
転
換
す
る
。

の
三
つ
に
分
け
た
。
そ
し
て
、
各
時
期
の
記
述
内
容
に
つ
き
「
用
語
の

表
記
」「
依
拠
史
料
」
の
項
目
を
設
け
て
チ
ェ
ッ
ク
作
業
を
試
み
る
。

こ
の
分
け
方
も
表
の
註
に
示
し
た
が
、
最
も
重
要
な
の
は
、
用
語
「
異
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た
。
具
体
的
に
は
高
知
市
（
表
２
№
四
、
以
下
い
ず
れ
も
№
は
こ
の
表

の
も
の
）・
室
戸
市
（
№
十
一
）・
高
知
県
（
№
十
三
）・
中
村
市
（
№

十
五
）・
須
崎
市
（
№
二
五
）
の
こ
と
を
指
す
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
お
お

む
ね
、
用
語
「
異
国
船
」
を
辞
典
的
で
は
な
い
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

七
〇
年
代
の
後
半
、
海
に
面
し
な
い
自
治
体
に
よ
る
刊
行
が
相
次
い
だ

こ
と
も
あ
り
一
時
的
に
言
及
す
る
比
率
は
低
下
す
る
も
の
の
、
刊
行
が

再
び
盛
ん
と
な
る
八
〇
年
代
そ
し
て
九
〇
年
代
に
入
れ
ば
、
再
び
辞
典

的
で
な
い
意
味
で
異
国
船
を
説
明
す
る
史
誌
が
増
え
て
き
た
。
こ
の
時

期
は
藩
政
文
書
の
研
究
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、前
掲
『
憲
章
簿
』『
南

路
志
』
な
ど
依
拠
史
料
を
明
記
し
な
が
ら
通
史
を
述
べ
る
も
の
の
比
率

が
最
も
高
い
。

　

一
方
で
、
全
国
的
に
異
国
船
対
応
の
研
究
が
進
む
と
と
も
に
一
般
の

人
々
が
わ
か
り
や
す
い
表
現
を
心
が
け
る
こ
と
を
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
本
文
中
で
「
外
国
船
」
と
表
記
す
る
史
誌
も
増
え
て
き
た
。
依

拠
史
料
を
明
記
し
つ
つ
本
文
で
「
外
国
船
」
と
表
記
し
て
い
る
も
の
と

し
て
、
吾
北
村
（
№
三
〇
）
を
は
じ
め
中
土
佐
町
（
№
五
二
）・
野
市

町
（
№
六
〇
）・
香
北
町
（
№
六
七
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

た
だ
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
時
が
進
む
に
つ
れ
て
、
依
拠
史
料
を

明
記
し
な
が
ら
通
史
を
説
明
す
る
史
誌
は
明
ら
か
に
減
少
す
る
。

一
九
七
〇
年
代
以
前
の
史
誌
に
戻
る
よ
う
な
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
要
因

は
編
さ
ん
に
携
わ
る
人
脈
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
次
に
「
複
数
冊
で
当
該

通
史
を
担
当
し
た
者
」
列
に
目
を
移
さ
れ
た
い
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら

六
〇
年
代
に
か
け
県
内
の
史
誌
編
さ
ん
に
携
わ
っ
た
者
、
表
で
い
え
ば

左
の
安
岡
大
六
か
ら
横
川
末
吉
ま
で
の
九
氏
は
、
八
〇
年
代
ま
で
さ
ま

国
船
」
を
前
掲
『
日
本
史
広
辞
典
』
な
ど
の
辞
典
が
定
め
た
意
味
に
対

し
忠
実
に
使
っ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
加
え
て
、
辞
典
的
な
意
味
ど

お
り
で
な
い
も
の
の
土
佐
藩
法
令
史
料
集
『
憲
章
簿
』
に
収
録
さ
れ
た

史
料
の
文
言
に
も
と
づ
き
な
が
ら
使
っ
て
い
る
か
も
チ
ェ
ッ
ク
項
目
に

し
た
。
く
り
返
し
と
な
る
が
、
高
知
県
域
の
場
合
県
史
の
近
世
編
は
、

昭
和
四
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
あ
と
新
版
が
出
て
い
な
い
。
新
た
に
史

誌
を
刊
行
し
た
い
市
町
村
に
と
れ
ば
代
わ
り
に
土
佐
藩
異
国
船
対
応
史

の
全
体
像
を
捉
え
ら
れ
る
資
料
が
必
要
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
役
割

を
史
料
集
が
果
た
し
う
る
。
実
際
い
か
ほ
ど
そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
の
か

も
、
各
史
誌
を
評
価
す
る
う
え
で
の
着
眼
点
に
し
た
い
。

　

こ
う
す
る
こ
と
で
、
各
史
誌
の
執
筆
者
が
、
何
に
影
響
を
受
け
な
が

ら
何
を
意
識
し
て
異
国
船
対
応
史
を
描
い
た
の
か
が
見
と
お
せ
ら
れ

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
高
知
と
い
う
一
つ
の
県
域
で
時
の
流
れ
に
応
じ

な
が
ら
い
か
な
る
編
さ
ん
傾
向
を
示
し
た
か
ま
で
、
視
覚
的
に
一
覧
で

き
る
よ
う
表
を
仕
上
げ
て
み
た
。

第
三
章　

分
析
結
果
の
整
理
と
考
察

　

で
は
、
表
２
の
考
察
に
入
ろ
う
。

第
一
節　

編
さ
ん
傾
向
の
整
理

　

先
に
「
時
期
区
分
ご
と
の
言
及
有
無
」
列
か
ら
見
た
い
。
高
知
県
域

の
場
合
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
前
半
に
か
け
、
県
庁
所
在

都
市
高
知
を
含
め
て
海
に
面
す
る
市
が
編
さ
ん
事
業
を
推
進
し
て
き
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第
二
節　

�

整
理
内
容
の
考
察
―
現
代
史
用
語
「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
」
の
場
合
と
の
比
較
―

　

以
上
に
述
べ
た
傾
向
が
高
知
県
域
の
史
誌
編
さ
ん
事
業
の
な
か
で
ど

う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
、
表
３
を
用
い
な
が
ら
検
討
し
よ
う
。

　

こ
の
表
は
、
高
知
県
域
で
刊
行
さ
れ
た
史
誌
に
つ
い
て
、
年
代
ご
と

の
刊
行
数
に
対
し
、
本
稿
前
章
で
試
み
た
近
世
史
用
語
「
異
国
船
」
と

す
で
に
前
稿
で
検
討
を
試
み
て
い
る
現
代
史
用
語
「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
」
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
比
率
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
か
を
整
理
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
タ
テ
の
区
切
り
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
四

年
（
一
九
六
九
）
以
前
と
平
成
二
十
二
年
以
降
と
に
刊
行
さ
れ
た
史
誌

を
除
外
し
た
う
え
で
、
残
る
冊
を
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
平
成
二
十
一

年
（
二
〇
〇
九
）
ま
で
の
あ
い
だ
で
十
年
ご
と
に
区
分
す
る
。
そ
し
て
、

各
年
代
の
刊
行
冊
数
を
分
母
と
し
、
表
２
に
整
理
し
た
と
お
り
●
▲
■

印
を
施
し
た
冊
と
、
具
体
的
な
言
及
が
な
い
と
し
て
無
印
に
し
た
冊
と

を
分
子
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
％
な
の
か
を
計
算
し
た
。
ヨ
コ
の
列

に
つ
い
て
は
、
第
Ⅰ
・
Ⅱ
期
、
第
Ⅲ
・
Ⅳ
期
、
第
Ⅴ
・
Ⅵ
期
を
そ
れ
ぞ

れ
合
わ
せ
四
つ
の
時
期
区
分
と
し
て
い
る
。
意
味
と
し
て
は
、
開
国
前

の
三
つ
の
時
期
と
開
国
後
と
で
分
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
対
し

て
現
代
編
の
場
合
、
ヨ
コ
の
列
は
前
稿
で
お
こ
な
っ
た
時
期
区
分
を
そ

の
ま
ま
用
い
た
。
こ
こ
で
近
世
史
の
場
合
と
異
な
る
点
と
し
て
要
注
意

な
の
は
、
時
期
区
分
の
意
味
で
あ
る
。
近
世
史
の
場
合
は
第
Ⅶ
期
ま
で

す
で
に
歴
史
を
終
え
て
い
る
こ
と
な
の
に
対
し
、
現
代
史
の
ほ
う
は
、

特
に
第
Ⅲ
・
Ⅳ
期
が
該
当
す
る
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
編
さ
ん
事
業
と
同

時
並
行
的
に
歴
史
を
歩
む
事
柄
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
適
当
に
史
資
料
を

ざ
ま
な
史
誌
の
編
さ
ん
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
む
ろ
ん
例

外
も
あ
る
が
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
学
問
上
の
人
脈
を
つ
う
じ
、
六
〇

～
七
〇
年
代
に
お
け
る
用
語
「
異
国
船
」
の
使
い
方
を
継
承
さ
せ
る
と

と
も
に
、
異
国
船
対
応
史
の
説
明
方
法
が
鍛
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
七
〇
年
代
の
末
ご
ろ
、
表
で
い
え
ば
上
岡
正
五

郎
か
ら
右
端
の
高
橋
史
朗
ま
で
の
七
氏
が
、
前
の
世
代
か
ら
引
き
継
ぐ

よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
史
誌
編
さ
ん
に
携
わ
る
こ
と
と
な
る
。と
こ
ろ
が
、

こ
の
後
継
世
代
も
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
正
式
に
は
編
さ
ん
事
業

に
携
わ
ら
な
く
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
実
際
に
は
非
公
式
な
助
言
な
ど

を
つ
う
じ
て
携
わ
っ
た
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
変
化
は
、

二
〇
〇
〇
年
代
は
既
刊
の
史
誌
を
参
考
書
に
し
な
が
ら
独
自
に
通
史
編

を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。『
憲
章
簿
』『
南
路
志
』

な
ど
史
料
の
文
言
を
直
接
検
討
し
な
が
ら
通
史
を
執
筆
し
た
も
の
が
現

れ
な
い
理
由
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
高
知
県
域
の
史
誌
に
お
け
る
異
国
船
対
応
史
の
説
明

は
、
九
〇
年
代
ま
で
続
く
学
問
上
の
人
脈
の
な
か
で
共
通
性
を
帯
び
て

い
た
。
そ
の
共
通
性
に
は
用
語
を
辞
典
的
な
意
味
に
注
意
し
な
い
ま
ま

用
い
る
傾
向
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
一
方
で
人
脈
は
、
県
内
史
料
の
研

究
を
進
め
な
が
ら
説
明
方
法
を
鍛
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
脈

が
も
つ
影
響
力
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
刊
行
さ
れ
る
史
誌
が
如
実

に
示
し
た
と
い
え
よ
う
。
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入
手
で
き
る
立
場
に
あ
っ
て
も
ま
だ
歴
史
学
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う

理
由
で
言
及
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
表
で
示
し
た
数
値
を
ひ
と
と
お
り
見
れ
ば
、
前
年
代
か
ら
の

変
化
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
部
分
と
し
て
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代

の
、
極
太
線
で
囲
ん
だ
と
こ
ろ
を
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
近
世

史
の
第
Ⅴ
Ⅵ
期
と
第
Ⅶ
期
の
％
の
数
値
を
左
か
ら
順
に
見
る
と
、
前
の

八
〇
年
代
が
三
〇
―
四
三
―
三
九
―
三
五
な
の
に
対
し
、
九
〇
年
代
は

八
三
―
〇
―
六
七
―
〇
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
の
異

国
船
対
応
史
に
つ
い
て
依
拠
史
料
を
明
記
し
な
が
ら
通
史
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
比
率
が
増
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
代
史
の
場
合
、
第

Ⅲ
期
と
第
Ⅳ
期
の
数
値
を
左
か
ら
順
に
見
る
と
、
八
〇
年
代
が
二
三
―

六
五
―
三
八
―
四
六
な
の
に
対
し
、
九
〇
年
代
は
一
〇
―
九
〇
―
一
〇

―
五
〇
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
八
〇
年
代
に
は
依
拠
資
料
つ
き

で
言
及
さ
れ
て
い
た
事
象
が
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
言
及
の
比
率
が
小

さ
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
史
の
ほ
う
が
比
率
を
上
げ
た
要
因
は
、

表
２
の
整
理
内
容
を
踏
ま
え
れ
ば
、
編
さ
ん
事
業
に
携
わ
る
研
究
者
の

人
脈
を
維
持
し
た
ま
ま
八
〇
年
代
に
『
憲
章
簿
』
を
、
九
〇
年
代
前
半

に
は
『
南
路
志
』
土
佐
国
史
料
集
成
版
を
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
し
た
こ
と

に
あ
る
だ
ろ
う
。
人
脈
と
『
憲
章
簿
』『
南
路
志
』
編
さ
ん
事
業
と
が

県
史
を
新
た
に
刊
行
し
な
い
事
態
を
補
う
だ
け
の
研
究
推
進
力
と
な

り
、
九
〇
年
代
、
そ
の
成
果
が
表
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
史
誌
で
は
、
同
一
の
県
に
あ
っ
て
も
時
代
区
分
・
キ
ー

ワ
ー
ド
に
よ
り
編
さ
ん
傾
向
が
異
な
る
こ
と
を
、
数
値
を
と
も
な
い
な

が
ら
説
明
で
き
た
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
傾
向
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に

表３　高知県域の史誌における時期区分別キーワード言及の傾向

西暦
年代

近世通史編と「異国船」 現代通史編と「モータリゼーション」

対象
冊数

ⅠⅡ期 ⅢⅣ期 ⅤⅥ期 Ⅶ期

対象
冊数

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期

17C 
「鎖国」
開始

18C 
ロシア船
来航

19C 前半 
化政～天保

ペリー来航
後～開国

車社会の本格
化、山陽新幹
線岡山まで開
通以前

山陽新幹線、
岡山～博多開
通まで

山陽新幹線全
通の1975年

山陽新幹線全
通翌年～1984
年まで

●▲■ 無印 ●▲■ 無印 ●▲■ 無印 ●▲■ 無印 ●▲ 無印 ●▲ 無印 ●▲ 無印 ●▲ 無印

1970
年代

19 0  18  0  15  3  13  3  14  17 3  6  2  13  1  14  1  15 
（％） 0  95  0  79  16  68  16  74  （％） 18  35  12  76  6  82  6  88 

1980
年代

23 4  17  6  13  7 10 9 8 26 5  9  1  16  6 17 10 12 
（％） 17  74  26  57  30 43 39 35 （％） 19  35  4  62  23 65 38 46 

1990
年代

6 1  4  2  1  5 0 4 0 10 2  4  1  7  1 9 1 5 
（％） 17  67  33  17  83 0 67 0 （％） 20  40  10  70  10 90 10 50 

2000～
2009

7 0  6  0  5  2  4  1  4  7 2  2  0  4  0  7  1  4 
（％） 0  86  0  71  29  57  14  57  （％） 29  29  0  57  0  100  14  57 

小計
55 5  45  8  34  17  27  17  26  60 12  21  4  40  8  47  13  36 

（％） 9  82  15  62  31  49  31  47  （％） 20  35  7  67  13  78  22  60 

　註（表の見方）
　（１） 　双方共通：「●▲■」「●▲」の各列にある数値は、対象史誌の一覧表整理において該当印を施した冊の小計である。近世は

本稿の表２、現代については『中国四国歴史学地理学協会年報』第15号（2019年）掲載筆者論説の表３を参照。
　（２） 　双方共通：「無印」の各列にある数値は、対象史誌のなかで何も印を施さない、すなわち具体的な言及がないと判定した冊

の小計である。
　（３） 　近世：●▲■印の各意味は、本稿の表２の註に示したとおりである。
　（４） 　現代：●▲印については、公共交通・高速道路・モータリゼーションの問題に限定しつつ、●印は典拠が明記された統計表

や図つきで説明しているもの、▲印は統計表・図の資料こそないものの新聞記事など文字の史（資）料を挙げながら説明して
いるもの、を意味する。
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県
域
の
史
誌
を
読
む
者
に
対
し
て
資
料
を
提
供
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
学
界
で
地
域
史
研
究
や
研
究
者
の
立
場
ば
か
り
か
ら
近
年
議
論

が
高
ま
っ
て
き
た
自
治
体
史
論
に
対
し
、
読
者
の
視
点
と
い
う
新
た
な

議
論
を
提
起
す
る
成
果
だ
と
考
え
る
。
そ
の
提
起
で
は〝
人
脈
〟と〝
県

史
を
補
う
だ
け
の
基
本
史
料
集
の
刊
行
〟
と
の
二
つ
が
新
た
な
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
っ
た
。

　

今
回
テ
ー
マ
に
し
た
近
世
史
用
語
「
異
国
船
」
の
場
合
か
ら
う
か
が

え
た
よ
う
に
、
歴
史
用
語
に
は
、
時
期
・
研
究
者
に
よ
っ
て
認
識
や
注

目
度
の
違
い
が
あ
る
。
人
脈
を
つ
う
じ
そ
の
違
い
を
乗
り
越
え
た
り
、

逆
に
、
乗
り
越
え
な
い
ま
ま
そ
の
違
い
が
史
誌
へ
直
接
的
に
反
映
さ
れ

た
り
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
注
意
し
た
い
の
は
、
原
史

料
に
込
め
ら
れ
た
意
図
と
異
な
る
説
明
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
第
一
章
第
一
節
で
愛
媛
県
大
洲
市
の
例
を
挙

げ
た
と
お
り
、
差
別
的
な
表
現
を
避
け
る
意
図
ば
か
り
で
表
記
を
改
め

た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
背
景
に
ま
で
踏
み
込
み
編
さ
ん
傾

向
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
で
、
読
者
は
初
め
て
読
む
史
誌
と

正
し
く
向
き
合
え
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
で
提
起
し
た
内
容
が
高
知
県
地
域
史
の
フ
ァ
ン
の
み

な
ら
ず
は
ば
広
く
検
討
さ
れ
て
、
史
誌
の
議
論
に
資
す
る
こ
と
を
願
い

た
い
。

註（
1
）　
「
昭
和
の
大
合
併
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
市
川
喜
崇
「『
昭

和
の
大
合
併
』
と
『
平
成
の
大
合
併
』」『
同
志
社
法
学
』
第
六
三
―
一

入
っ
て
か
ら
の
変
化
よ
り
研
究
者
の
人
脈
と
、
現
代
史
の
場
合
と
の
対

比
に
よ
り
県
史
の
通
史
編
を
補
う
だ
け
の
基
本
史
料
集
の
刊
行
と
、
そ

れ
ぞ
れ
相
関
的
な
関
係
を
成
す
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は

前
稿
ま
で
、
都
道
府
県
史
の
通
史
編
を
当
該
の
都
道
府
県
内
に
お
け
る

編
さ
ん
傾
向
を
捉
え
る
た
め
の
基
準
と
位
置
づ
け
、
こ
の
刊
行
と
の
相

関
を
重
視
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
の
検
討
を
つ
う
じ
、
人
脈

と
県
史
を
補
う
だ
け
の
基
本
史
料
集
と
に
も
注
意
す
べ
き
こ
と
を
新
た

に
提
示
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

日
本
史
学
の
研
究
者
と
し
て
、
一
般
の
歴
史
フ
ァ
ン
や
将
来
そ
の
編

さ
ん
に
携
わ
る
者
に
対
し
既
刊
の
史
誌
と
の
向
き
合
い
方
を
い
か
に
わ

か
り
や
す
く
説
明
す
べ
き
か
。
こ
の
課
題
に
対
し
筆
者
は
、前
稿
ま
で
、

現
代
史
用
語
「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
一
つ
に
限
定
し
な
が
ら
編
さ

ん
傾
向
を
説
明
す
る
一
覧
表
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
本
稿
で
新

た
に
提
示
し
た
の
は
、
異
な
る
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
一
つ
の
県
域
に

お
け
る
編
さ
ん
傾
向
の
共
通
と
相
違
を
見
出
し
な
が
ら
目
的
の
傾
向
を

捉
え
て
い
く
た
め
の
、
一
つ
の
方
法
論
で
あ
る
。
確
か
に
、
本
稿
で
説

明
し
た
の
は
、
一
つ
の
藩
領
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
県
域
と
な
る
パ
タ
ー
ン

の
モ
デ
ル
と
し
て
、高
知
県
域
の
史
誌
編
さ
ん
事
業
で
近
世
史
用
語「
異

国
船
」
を
い
か
に
扱
っ
た
の
か
を
示
す
一
覧
表
を
提
示
し
、
現
代
史
用

語
「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
場
合
と
対
比
さ
せ
た
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
か
ら
高
知
県
域
あ
る
い
は
同
様
な
パ
タ
ー
ン
の
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ら
れ
る
内
容
だ
と
い
え
な
い
。

　
（
6
）　

前
掲
註
２
鴨
頭
俊
宏
①
「
瀬
戸
内
地
域
の
自
治
体
史
誌
と
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
公
共
交
通
の
動
向
」
の
ほ
か
、同
②
《
修
史
研
究
》「
山

口
県
内
に
お
け
る
自
治
体
史
誌
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
公
共

交
通
」『
山
口
県
史
研
究
』
第
二
六
号
（
二
〇
一
八
年
）、
同
③
「
南
四

国
地
域
の
自
治
体
史
誌
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
公
共
交
通
の
動

向
」『
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会
年
報
』第
十
五
号（
二
〇
一
九
年
）、

同
④
「
山
陰
地
域
の
自
治
体
史
誌
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
公
共

交
通
の
動
向
」『
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会
年
報
』
第
十
六
号

（
二
〇
二
〇
年
）。

　
（
7
）　

前
掲
註
６
鴨
頭
俊
宏
③
「
南
四
国
地
域
の
自
治
体
史
誌
と
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
公
共
交
通
の
動
向
」。
以
下
、本
文
中
で
「
前
稿
」
は
、

こ
の
論
文
の
こ
と
を
指
す
。

　
（
8
）　

新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
第
七
版
（
岩
波
書
店
、二
〇
一
八
年
）「
異
国
」

項

　
（
9
）　

林
韑
編
『
通
航
一
覧
』
第
八
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
六
七
年
）

四
四
三
頁
、
附
録
巻
之
十
四
「
海
防　
扱
異
國
船方
部
」

　
（
10
）　

日
本
史
広
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
日
本
史
広
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、

一
九
九
七
年
）「
唐と

う
せ
ん船

」
項

　
（
11
）　

例
え
ば
、寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
中
国
船
が
陸
奥
国
本
吉
郡
（
現

宮
城
県
域
）
へ
漂
着
し
た
件
に
つ
き
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
び
長
崎
護
送

路
に
関
係
す
る
伊
予
国
松
山
藩
領
の
岩
城
島
（
現
愛
媛
県
域
）
の
場
合

で
は
、
村
役
人
が
書
き
残
す
御
用
記
録
の
表
紙
に
「
異
国
人
通
舩
日
記
」

（
上
島
町
教
育
委
員
会
所
蔵
「
岩
城
村
教
育
委
員
会
旧
蔵
文
書
」、
整
理

番
号
：
十
四
―
五
六
）と
記
し
て
あ
る
。
ま
た
、同
十
二
年（
一
八
〇
〇
）

に
遠
江
国
山
名
郡
（
現
静
岡
県
域
）
へ
、
同
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
に

紀
伊
国
日
高
郡
（
現
和
歌
山
県
域
）
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
船
が
漂
着
し

た
件
に
つ
い
て
は
、
同
じ
藩
領
の
津
和
地
島
の
場
合
、
地
詰
の
藩
役
人

号
（
二
〇
一
一
年
）、
市
川
喜
崇
「『
昭
和
の
大
合
併
』
再
訪
」『
自
治

総
研
』
第
四
一
―
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
2
）　

史
誌
編
さ
ん
事
業
が
地
域
史
研
究
で
果
た
し
た
役
割
の
評
価
点
に
つ

い
て
は
、
小
山
靖
憲
「
地
域
史
研
究
と
自
治
体
史
編
纂
」『
歴
史
科
学
』

№
一
六
〇
（
二
〇
〇
〇
年
）、
三
木
理
史
『
近
・
現
代　

交
通
史
調
査

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
古
今
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
十
三
～
十
五
頁
、
高

田
知
和
「
歴
史
と
地
域
社
会
―
自
治
体
史
誌
論
・
再
々
考
―
」『
応
用

社
会
学
研
究
』
第
二
一
号
（
二
〇
一
一
年
）、
小お

や
け宅

幸
一
「
近
・
現
代

に
お
け
る
地
域
を
学
ぶ
機
会
の
創
出
―
自
治
体
史
等
は
ど
の
よ
う
に
活

用
さ
れ
る
べ
き
か
、
を
考
え
る
―
」『
い
わ
き
明
星
大
学
人
文
学
部
研

究
紀
要
』
第
二
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
の
記
述
に
も
と
づ
き
、
す
で
に

鴨
頭
俊
宏
「
瀬
戸
内
地
域
の
自
治
体
史
誌
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時

代
公
共
交
通
の
動
向
」『
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会
年
報
』
第

十
四
号
（
二
〇
一
八
年
）
で
整
理
し
て
あ
る
。

　
（
3
）　

関
東
近
世
史
研
究
会
企
画
局
《
企
画
例
会
》「
関
東
近
世
史
研
究
と

自
治
体
史
編
纂
」。
例
会
報
告
は
『
関
東
近
世
史
研
究
』
の
第
六
八
号

（
二
〇
一
〇
年
）
か
ら
直
近
だ
と
第
八
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
ま
で
、

約
一
年
ご
と
継
続
的
に
掲
載
し
て
あ
る
。

　
（
4
）　

瀧
本
壽
史
・
佐
藤
良
宣
《
学
会
動
向
》「『
地
域
─
自
治
体
史
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
～
自
治
体
史
編
さ
ん
事
業
の
成
果
と
今
後
～
』
の
開
催
」『
弘

前
大
学
國
史
研
究
』
第
一
三
六
号
、
二
〇
一
四
年

　
（
5
）　

例
え
ば
前
掲
註
２
小
宅
幸
一
「
近
・
現
代
に
お
け
る
地
域
を
学
ぶ
機

会
の
創
出
」
で
は
、
福
島
県
を
対
象
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
検
討
を
進
め
、

一
つ
の
県
内
に
お
け
る
共
通
点
と
相
違
点
に
ま
で
注
意
を
払
う
姿
勢
の

重
要
性
を
提
起
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
掲
げ
た
表
１
「
近
隣
市
町
村

に
お
け
る
自
治
体
史
の
刊
行
状
況
」
は
、
自
治
体
の
人
口
規
模
・
面
積

に
対
し
時
期
区
分
ご
と
に
刊
行
さ
れ
た
冊
数
と
そ
の
種
別
を
一
覧
で
き

る
よ
う
に
し
た
も
の
に
と
ど
ま
り
、
自
身
の
提
起
に
つ
い
て
見
と
お
せ
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房
新
社
、
一
九
九
二
年
）
が
、
そ
の
通
史
的
な
視
点
に
も
と
づ
く
先
行

研
究
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　
（
18
）　

土
佐
藩
の
藩
政
史
料
で
あ
る
山
内
家
家
史
編
修（

輯
）所

編
『
山
内
家
史
料
』

や
海
事
に
関
す
る
法
制
史
料
を
収
録
し
た
高
知
県
立
図
書
館
編
『
憲
章

簿
』
の
第
二
巻　

里
正
・
浦
方
・
山
方
・
禽
獣
編
（
高
知
県
立
図
書
館
、

一
九
八
四
年
）
お
よ
び
第
四
巻　

封
疆
・
海
禦
・
海
衛
・
巡
覧
・
通
行
・

肝
煎
・
手
次
編
（
高
知
県
立
図
書
館
、
一
九
八
二
年
）
を
読
む
限
り
、

藩
庁
は
外
国
船
の
こ
と
を
「
異
国
船
」「
異
船
」
と
表
記
し
つ
づ
け
て

い
た
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
史
料
集
を
用
い
な
が
ら
土
佐
藩
の
外
国
船

対
策
史
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
岡
本
健
一
郎
「
土
佐
藩
に
お
け
る
異
国

船
対
策
に
つ
い
て
―
幕
府
法
令
の
受
容
と
体
制
整
備
―
」（
財
団
法
人

　

土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
『
研
究
紀
要
』
第
六
号
、
二
〇
〇
八
年
）

な
ど
も
、
も
っ
ぱ
ら
「
異
国
船
」
と
表
記
し
て
い
る
。

　
（
19
）　

金
指
正
三
『
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
八
年

　
（
20
）　

大
庭
脩
・
田
中
謙
二
・
松
浦
章
・
藪
田
貫
編
著
『
関
西
大
学
東
西
学

術
研
究
所
資
料
集
刊
―
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集
―
』
十
三
―
一
～

十
、
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
八
五
～
二
〇
一
八
年

　
（
21
）　

藤
田
覚
「
海
防
論
と
東
ア
ジ
ア
―
対
外
危
機
と
幕
藩
制
国
家
―
」、

青
木
美
智
男
・
河
内
八
郎
編
『
講
座　

日
本
近
世
史
』
第
七　

開
国
、

有
斐
閣
、
一
九
八
五
年

　
（
22
）　

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
八
年

　
（
23
）　

水
本
邦
彦
「〈
公
儀
浦
触
〉
発
給
の
諸
段
階
」、
朝
尾
直
弘
教
授
退
官

記
念
会
編
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
』
近
世
・
近
代
、
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
五
年

　
（
24
）　

前
掲
註
18
高
知
県
立
図
書
館
編
『
憲
章
簿
』
第
二
・
四
巻

　
（
25
）　

武
藤
致
和
・
平
道
ら
編
、
高
知
県
立
図
書
館
編
集
『
土
佐
国
史
料
集

が
書
き
残
す
公
務
日
記
の
表
紙
に
「
紀
州
遠
州
江
漂
着
夷
国
人
御
用
控
」

（
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
「
八
原
家
文
書
」、
整
理
番
号
：

一
〇
七
）
と
、
記
し
て
あ
っ
た
。

　
（
12
）　

松
尾
晋
一
『
江
戸
幕
府
の
対
外
政
策
と
沿
岸
警
備
』（
校
倉
書
房
、

二
〇
一
〇
年
）
七
六
頁

　
（
13
）　

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ペ
リ
ー
来
航
後
に
大
洲
藩
へ
課
せ
ら
れ
た

外
国
船
対
応
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
刊
行
の
『
大

洲
市
誌
』
の
一
九
七
～
一
九
八
頁
で
「
大
洲
藩
に
お
い
て
は
、
夷い

船せ
ん

が

内
海
に
乗
り
入
れ
た
際
は
出
兵
も
あ
り
得
る
と
い
う
の
で
」
と
記
述
し

て
い
た
の
を
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
刊
行
の
『
増
補
改
訂　

大
洲

市
誌
―
市
制
四
十
周
年
記
念
版
―
』
上
巻
の
二
四
八
頁
で
は
「
大
洲
藩

に
お
い
て
は
、
異
国
船

0

0

0

が
内
海
に
乗
り
入
れ
た
際
は
出
兵
も
あ
り
得
る

と
い
う
の
で
」
と
、
夷
船
の
表
記
を
改
め
て
い
る
。

　
（
14
）　
『
香
我
美
町
史
』
上
巻
（
一
九
八
五
年
）
七
一
八
・
七
九
一
～
七
九
二

頁
（
本
稿
表
２
№
五
〇
）

　
（
15
）　
『
中
村
市
史
』（
一
九
六
九
年
）
四
二
〇
～
四
二
一
頁
（
本
稿
表
２
№

十
五
）。
鴨
頭
俊
宏
『
近
世
の
公
用
交
通
路
を
め
ぐ
る
情
報
―
瀬
戸
内

海
を
中
心
に
―
』（
清
文
堂
出
版
、二
〇
一
四
年
）
八
四
頁
掲
載
表
７
「
中

国
人
・
朝
鮮
人
の
漂
着
発
生
件
数
国
別
分
布
、
慶
長
三
（
一
五
九
八
）

～
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）」
で
は
、
執
筆
時
に
読
ん
だ
資
料
に
も
と

づ
い
て
中
国
人
の
漂
着
五
件
の
み
と
表
示
し
た
。
数
値
の
修
正
が
必
要

で
あ
る
。

　
（
16
）　
『
高
知
県
』
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｈ
Ｐ
「
高
知
県
の
海
岸
」 

https://w
w
w
.pref.kochi.lg.jp/soshiki/175001/gyoum

u-kaigan.
htm
l

（
二
〇
一
九
年
十
月
現
在
）

　
（
17
）　
『
赤
岡
町
史
』
改
訂
版
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
二
頁
掲
載
図
４
「
海

防
図
」（
本
稿
表
２
№
六
九
）。
研
究
史
で
は
、
丸
山
雍
成
「
海
の
関
所

と
遠
見
番
所
」（
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
都
市
と
交
通
』、
河
出
書
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成　

南
路
志
』
第
五
～
七
巻
（
高
知
県
立
図
書
館
、
一
九
九
三
～

一
九
九
四
年
）
が
、
藩
の
年
譜
を
収
録
し
た
巻
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
第
六
巻
（
一
九
九
三
年
）
掲
載
の
大
野
充
彦
「『
南
路
志
』
に
み

る
元
禄
大
定
目
」
に
よ
れ
ば
、
史
料
の
原
本
は
戦
災
で
焼
失
し
て
い
る

た
め
、
編
集
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
や
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館

な
ど
に
残
る
写
本
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
写
本

の
あ
い
だ
に
も
、
本
稿
の
テ
ー
マ
「
異
国
船
」
を
含
め
て
用
語
の
表
記

に
異
同
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
表
２
に
登
場
す
る
人
物
の
う
ち
こ
の
編

集
委
員
を
務
め
た
研
究
者
に
山
本
大
が
い
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
令
和
元
年
六
月
十
六
日
に
高
知
大
学
で
開
催
さ
れ
た
『
中

国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会　

二
〇
一
九
年
度
大
会
』
日
本
史
学
部
会

に
お
け
る
《
口
頭
発
表
》「
自
治
体
史
誌
と
近
世
史
用
語
『
異
国
船
』

―
高
知
県
域
の
場
合
―
」
の
内
容
を
、
一
部
修
正
の
う
え
成
稿
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
新
居
浜
工
業
高
等
専
門
学
校
ほ
か
）


